
おおい町渇水対策事業補助金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、おおい町渇水対策事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関

して、おおい町補助金等交付規則（平成１８年おおい町規則第３２号）及びおおい町農林

水産課所管補助金等交付要綱（平成２０年おおい町告示第３６号）に定めるもののほか、

必要な事項を定め、渇水による干ばつ被害を防止する目的で応急的に実施されたかんが

い用水確保のための事業に係る経費を助成することにより、農業経営の安定及び作物の

品質低下の防止を図るものとする。 

 （事業の実施基準） 

第２条 この事業は、令和７年４月１日から９月３０日までの間に生じた干害に対し、気象

庁福井地方気象台が管理する町内の観測所において、連続干天日数（日雨量５ｍｍ未満の

日）が２０日以上である地域又は３０日間の総雨量が１００ｍｍ以下である地域におい

て、農作物に枯死のおそれがあると町長が認めた場合に実施する。 

 （補助対象者） 

第３条 補助対象者は、地域の水利を管理する組織の構成員（農家組合、水利組合、多面的

機能支払交付金活動組織、集落組織）とする。 

 （補助対象となる事業及び補助金の率） 

第４条 補助対象となる事業及び補助金の率は、別表に掲げる内容とし、予算の範囲内で交

付するものとする。 

 （交付の申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、事業総括表（別紙様式第１）を農家組合長に

提出するものとする。 

２ 農家組合長（以下「申請者」という。）は、前項の規定により提出された書類を審査の

うえ適当と認めたものについて、補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に事業の

実施を確認できる書類等及びその他町長が必要と認める書類を添えて、１月末日までに

町長に提出しなければならない。 

（交付決定の通知） 

第６条 町長は、前条第２項の規定により補助金の申請及び実績報告があったときは、その

内容を精査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の額を決定し、

補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに補助金交付請求書（様式第３号）を

町長に提出するものとする。 

令和７年１２月１９日 

告示第  ２９３  号 



 （補助金の返還等） 

第８条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各

号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金

の全額若しくは一部を返還させることがある。 

 （１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （２） その他町長が不適当と認めるとき。 

（事業の範囲） 

第９条 事業範囲は、工事のため直接必要な本工事費、付帯工事費、測量及び試験費、用地

費及び補償費、船舶及び機械器具費、工事雑費及び事務雑費とする。なお、事業費決定前

に支出した経費を補助対象としている。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年１２月１９日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決

定をした補助金については、その告示の失効後もなおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

種 別 項 目 実施主体 
交付上限 

(１申請者あたり) 
補助率 備 考 

共 助 

地域の農業用水確保のた

めに組織が実施した水路

の掘削、井戸の掘削、動

力線の架設、送水管の設

置、揚水機場の設置及び

これに伴う動力線の架設

等の付帯工事 

農家組合、 

水利組合、

多面的機能

支払交付金

活動組織、

集落組織 

１００万円

まで 

１０／１０

以内 

補助金の算出

において、事

業費総括表の

頁毎に千円未

満の端数が生

じるときは、

これを切り捨

てる。 

地域の農業用水確保のた

めに組織が実施した揚水

機（動力機を含む）及び

付属部品の購入、賃借及

び燃料費（電気料、電力

契約料を含む） 

農家組合、 

水利組合、

多面的機能

支払交付金

活動組織、

集落組織 １００万円

まで 地域の農業用水確保のた

めに組織が実施したタン

ク等の購入・賃借及び給

水車・タンク車等の賃借 

農家組合、 

水利組合、

多面的機能

支払交付金

活動組織、

集落組織 

自 助 

地域の農業用水確保のた

めに個人が使用した揚水

機（動力機を含む）及び

付属部品の購入、賃借及

び燃料費（電気料、電力

契約料を含む） 

個人 

１００万円

まで 

５／１０ 

以内 

補助金の算出

において、事

業費総括表の

頁毎に千円未

満の端数が生

じるときは、

これを切り捨

てる。 

地域の農業用水確保のた

めに個人が使用したタン

ク等の購入・賃借及び給

水車・タンク車等の賃借 

個人 

事務費 

地域内の事業量調査・と

りまとめに要する事務費

及び個人等への振込手数

料※（相当分） 

農家組合 

予算の 

範囲内 

均等割 10％ 

農家戸数割 40％ 

水田面積割 50％ 

※申請件数、金額に応じて 



様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日 

 

おおい町長  様 

 

（申請者）住   所                    

              組 織 名                   

              代 表 者                ㊞  

電話番号     ―    ―        

（日中連絡がつく番号を御記入ください） 
 

 

令和７年度おおい町渇水対策事業補助金交付申請書 兼 実績報告書 

 

 令和７年度においておおい町渇水対策事業補助金の交付を受けたいので、お

おい町渇水対策補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請すると

ともに実績報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業等の名称 

   令和７年度おおい町渇水対策事業補助金 

 

２ 補助事業等の目的及び内容 

   渇水による干ばつ被害を防止する目的に実施するかんがい用水の確保 

 

３ 事業に要する費用 

                   円 

 

４ 事業に対する交付申請額 

  兼 実績報告額                     円 

 

５ 事業の実施期間：令和７年  月  日 ～  月  日 

  （補助対象期間：令和７年 ７月 １日 ～ ９月３０日） 



６ 事 務 費 

                   円 

 

７ 振込手数料（相当分） 

                   円 

 

 

８ 添付書類 

（１）事業総括表（別紙様式第１） 

   ・個別に提出のあった事業総括表をとりまとめたもの 

    （金額については積上げ、期間・内容については主なものを記載） 

  

（２）事業実施位置図 

（平面図に掘削箇所、ポンプ設置等の場所が分かるように着色したもの） 

 

（３）事業実施の確認ができる写真または書類等（必要に応じて） 

・写真が無い場合、活動日報など事業の実施日が分かるもの 

・工事の場合は、契約書・施工写真等 

・既存揚水機場の電気代については、渇水のために増嵩した額が分かるもの 

（例年電気代との比較資料等） 

 

 （４）事業に要した請求書、領収書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

おおい町指令農 第   号 

 

                住   所 

                組 織 名 

                代 表 者 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった令和７年度おおい町渇水対策事

業補助金については、下記条件を付して金      円を交付することに決

定したので、おおい町渇水対策事業補助金交付要綱第６条の規定により通知す

る。 

 

 

     年  月  日 

 

 

                   おおい町長        □印  

 

記 

 

１ 交付決定額（内訳） 

（１）事業費 金               円 

（２）事務費 金               円 

 

 

２ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支

出についての証拠書類とともに５年間保存すること。 

 

３ 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は

既に交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることがある。 

（１） 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） その他町長が不適当と認めるとき。 



様式第３号（第７条関係） 

 年  月  日 

 

おおい町長  様 

 

（交付決定者）住   所                    

              組 織 名                   

              代 表 者                ㊞  

電話番号     ―    ―        

（日中連絡がつく番号を御記入ください） 

 

 

令和７年度おおい町渇水対策事業 補助金交付請求書 

 

  年  月  日付けおおい町指令農第  号で補助金の交付決定通知を受

けた、おおい町渇水対策事業補助金の交付を受けたいので、おおい町渇水対策事

業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求額 

金       円 
 

２ 振 込 先 

金融機関                         支店 

預金種目 普 通  ・  当 座 

口座番号  

口座名義 
（フリガナ） 

 

 ※振込先の確認できる通帳の写しを添付してください。 


